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11月市会審議結果 11 月市会で審議した市長提出議案 35件、議員提出議案５件の審議結果は、次の
とおりです。

（○＝賛成、×＝反対）
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27 年度補正予算案 ■一般会計 可　決 ○○○○○○○

条 例 改 正 案
■執行機関の附属機関の設置等に関する条例　■旅館業法に基づく衛生に必要な措置及び構造設備の
基準等に関する条例　■空き家の活用、適正管理等に関する条例 可　決

○○○○○○○

■農業委員会の選挙による委員等に関する条例　■都市公園条例 ○×○○○○○

そ の 他 の 議 案

■京都駅南口駅前広場整備工事（道路改築工事）請負契約の締結　■市立太秦小学校増築工事請負契
約の締結　■指定管理者の指定（保健福祉局）　13件　■市道路線の認定　■市道路線の廃止　■損
害賠償の額の決定　5件　■訴えの提起　2件　■当せん金付証票の発売金額　■町の区域の変更

可　決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

■南部クリーンセンター第二工場（仮称）新設工事（電気設備工事）請負契約の締結　■南部クリー
ンセンター第二工場（仮称）新設工事（衛生設備工事）請負契約の締結　■南部クリーンセンター第
二工場（仮称）新設工事（空気調和設備工事）請負契約の締結

○ × ○ ○ ○ ○ ○

議 員 提 出 議 案

■ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書　■保育士等の確保
対策を求める決議

可　決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

■文化庁の京都移転をはじめとする政府関係機関の地方移転の実現による地方創生の一層の推進を求
める意見書　■マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確保等、自治体の負担軽減を求める意見書
■大学の機能強化を求める意見書

○ × ○ ○ ○ ○ ○

自民党＝自由民主党京都市会議員団（２０人）　　 共産党＝日本共産党京都市会議員団（１８人）　 公明党＝公明党京都市会議員団（1１人）
民主･都＝民主・都みらい京都市会議員団（７人）　京都党＝地域政党京都党市会議員団（５人）　  維新＝京都維新の会・無所属京都市会議員団（５人）　無所属（１人）

※１2月11日現在の会派、議員数
可決された意見書・決議の全文は、市会ホームページから御覧ください。

会派名 議員数 電話番号

自由民主党京都市会議員団 20人 222-3718
日本共産党京都市会議員団 18人 222-3728
公明党京都市会議員団 11人 222-3732

民主・都みらい京都市会議員団 7人 222-3724
京都維新の会・無所属京都市会議員団 5人 222-4182

地域政党京都党市会議員団 4人 222-4035
無所属（大西ケンジ）

2人
222-4197

無所属（山集麻衣子） ｰ

（平成２8年1月20日現在）

市会からのお知らせ

本会議等の傍聴
　本会議、予算・決算特別
委員会市長総括質疑、市
会改革推進委員会を傍聴
することができます。

テレビ放映
　本会議の代表質
問・質疑の模様を
KBS京都でテレビ
中継しています。

インターネット
議会中継

　本会議や予算・決算
特別委員会市長総括質
疑を含む委員会の生中
継と録画をインターネッ
ト配信しています。

委員会の
モニター放映

　委員会の模様を市役所
本庁舎２階のモニター室で
モニター放映しています。

　11月27日と12月11日に開かれた市会改革推進委員会で、次
の項目について実施する方針を決定しました。
　今後、これらの実施に向けて、市会として具体的に取組を進めて
いきます。

●政務活動費の領収書等のインターネット公開など
　５項目の実施の方針を決定  

● 政務活動費に関する領収書等の書類のインターネット公開
　※ 市会図書・情報室で現在公開している書類を全て公開
● 議長記者会見
● フェイスブックでの情報発信
● 市会ホームページへの市民意見受付フォームの設置
● 議長・副議長候補者による所信表明

●政務活動費の領収書等のインターネット公開など

市会改革レポート

　手話への理解や普及の促進などを目的とする手話言語条例の制定に向け、
全会派の代表者で構成するプロジェクトチームを設置。関係団体などからも
意見をいただきながら、検討を進め「京都市手話がつなぐ豊かな共生社会を
目指す条例（案）」を取りまとめました。条例案に対して、２月22日までの間、市
民の皆様から御意見を募集しています。詳しくは市会ホームページや市役所
案内所・各区役所・支所等に配架しているパンフレットを御覧ください。
　今後、２月市会で市会議員全員の共同提案により、条例の制定を目指します。

　１２月６日、大学コンソーシアム京都が主催する「京都から発信す
る政策研究交流大会」に市会改革推進委員会の委員９人が参加し、
「若者の政治参加を考える」をテーマに、56人の学生の皆さんとグ
ループディスカッションを行いました。
　グループディスカッションでは、政
治へのイメージなどを学生の皆さん
に出してもらい、その内容を基に、
理想の政治像について意見を交換。
その後、グループごとに発表を行い
ました。

　政策研究交流大会に参加しました  
●議員が大学生と議論

２月市会を開催します
　平成２８年度当初予算等を審議する市会を開
催する予定です。詳しい会議日程は２月中旬に
市会ホームページやポスター等でお伝えします。

海外行政調査
　「省エネルギーや再生可能エネルギーによる
持続可能な地域社会の実現」をテーマとする海
外先進事例の調査について、調査計画が1月の
審査会で全委員一致で承認されました。

  条例案の主なポイント

・ 手話への理解の促進には、「手話が言語であること」を前提とすること
を明記。

・ 市民の皆様が、手話への理解を深めるとともに、手話を必要とする人
が手話を使用しやすい環境を構築するよう努めることを規定。

・ 学校教育の場で手話に接する機会を提供することを明記。 市民意見募集に関するお問合せ　市会事務局調査課　TEL：２２２‐３６97

手話言語条例の2月市会での制定を目指します！


